
税
務
収
納
課
1
66
◆

1
1
1
5

身
体
・
精
神
に
障
が
い
の
あ
る

方
が
利
用
す
る
軽
自
動
車
な
ど

は
税
金
の
減
免
申
請
を

◆
身
体
障
が
い
者
、知
的
障
が
い
、

精
神
障
が
い
の
方
が
所
有
す
る

軽
自
動
車
の
場
合

障
害
の
区
分
・
等
級
に
よ
り
該

当
し
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

減
免
で
き
る
車　
本
人
の
所
有
す

る
軽
自
動
車（
18
才
未
満
の
身

体
障
が
い
者
ま
た
は
知
的
障
が

い
者
も
し
く
は
精
神
障
が
い
者

で
、
本
人
と
生
計
を
一
に
す
る

方
の
所
有
を
含
む
）
で
、
1
人

に
つ
き
1
台
。

※
普
通
車
は
県
税
事
務
所（
☎
０

５
３
２
◆

54
◆

５
１
１
１
）へ
。

持
参
す
る
も
の　
印
鑑
・
手
帳
・

車
検
証
・
運
転
免
許
証

◆
身
体
障
が
い
者
用
に
改
造
し
て

あ
る
軽
自
動
車
の
場
合

減
免
で
き
る
車　
車
椅
子
の
昇
降

装
置
や
車
止
め
、
浴
槽
の
設
置

な
ど
、
身
体
障
が
い
者
用
に
改

造
し
て
あ
る
軽
自
動
車
。

持
参
す
る
物　
印
鑑
、
車
検
証
、

構
造
内
容
が
分
か
る
写
真（
前

後
左
右
）

【
申
請
】
5
月
24
日
㈭
ま
で
に
税

務
収
納
課
税
政
担
当
へ
。

★
軽
自
動
車
で
前
年
度
に
減
免
の

適
用
を
受
け
て
い
る
方

3
月
中
旬
に
郵
送
し
た「
減
免

と
な
っ
て
い
る
軽
自
動
車
等
の
現

況
報
告
書
」が
新
年
度
の
減
免
申

請
書
と
な
り
ま
す
の
で
、
記
入
の

上
、
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付

4
月
か
ら
平
成
25
年
3
月
31
日

ま
で
利
用
で
き
る
福
祉
タ
ク
シ
ー

料
金
助
成
利
用
券
を
交
付
し
ま
す
。

と　
き　
3
月
29
日
㈭
〜

と
こ
ろ　
福
祉
課

対　
象　
次
の
条
件
に
該
当
す
る

方
で
、
自
動
車
税
・
軽
自
動
車

税
の
減
免
を
受
け
て
い
な
い
方

○
身
体
障
が
い
者

・
下
肢
・
体
幹
・
視
覚
障
害
…
1 

〜
3
級

・
内
部
障
害
…
1
〜
3
級

※
重
複
障
害
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ

の
部
位
別
の
等
級
で
判
定

○
知
的
障
が
い
者
…
Ａ
・
Ｂ
判
定

○
精
神
障
が
い
者
…
1
・
2
級

持
参
す
る
も
の　
身
体
障
害
者
手

帳
、
療
育
手
帳
ま
た
は
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
、
印
鑑

そ
の
他　
鉄
道
・
バ
ス
・
航
空
運

賃
の
割
引
制
度
が
各
会
社
に
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
各
会
社

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

保
険
年
金
課
1
66
◆

1
1
0
1

国
民
年
金
保
険
料
改
定

4
月
か
ら
月
額
保
険
料
が
次
の

と
お
り
変
わ
り
ま
す
。

★
新
：
1
万
4
千
980
円

（
旧
：
1
万
5
千
20
円
）

な
お
、
保
険
料
を
前
払
い
す
る

と
割
引
の
あ
る「
前
納
」
制
度
が

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
豊
橋
年
金

事
務
所
ま
た
は
市
役
所
保
険
年
金

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
豊
橋
年
金
事
務
所

　

☎
０
５
３
２
◆

33
◆

４
１
１
８

長
寿
課
1
66
◆

1
1
0
5

介
護
予
防
の
た
め
の「
基
本
チ
ェ
ッ

ク
リ
ス
ト
」を
送
付
し
ま
す

4
月
以
降
に
対
象
者
へ
郵
送
し

ま
す
。
回
答
後
、
同
封
の
封
筒
で

長
寿
課
へ
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

記
入
し
て
い
た
だ
い
た
チ
ェ
ッ

ク
表
を
基
に
し
て
、
心
身
に
衰
え

の
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
方
に
は
、
二
次
予
防
事
業
の
検

査
受
診
券
を
お
送
り
し
ま
す
。
そ

の
後
、
介
護
予
防
教
室
な
ど
へ
の

参
加
の
ご
案
内
を
し
ま
す
。

対　
象　
市
内
在
住
の
65
歳
以
上

の
方
で
、介
護
保
険
の
要
介
護
、

要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
な
い

方
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